
公 告

平成２４年度災害時における応急対策業務に関する基本協定の締結

次のとおり公告します。

平成２４年 ３月１２日

国土交通省九州地方整備局

国営海の中道海浜公園事務所長 田畑 正敏

国営海の中道海浜公園事務所では、災害時における迅速な被災状況の把握や、資機材、

労力等の確保及び円滑かつ的確な災害対応を図るために事前に協力体制を構築しておく必

要があるため、下記のとおり、災害時に協力いただける業者を募集します。

Ⅰ災害時の応急復旧（公園）

１．主な業務内容

（１）国営海の中道海浜公園事務所の管理区域内において発生した公園災害の応急復

旧措置

（２）河川情報センター、日本道路情報センター等を通じての的確な情報収集

（３）災害対策用機械・機器の運搬及び運転に関する業務

２．参加資格要件

下記項目を全て満たしていること。

（ ） （ ）（ 「 」 。）１ 予算決算及び会計令 昭和２２年勅令第１６５号 以下 予決令 という

第７０条及び第７１条の規定に該当しないこと。

（２）九州地方整備局における平成２３・２４年度の造園工事Ａ等級に係る一般競争

参加資格の認定を受けていること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな

されている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続

開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局

長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた

者を除く ）でないこと。。

（ ） （ ） 。４ 建設業法に基づく本店が福岡市または福岡市近辺 福岡県内 に所在すること

（５）災害時に国営海の中道海浜公園事務所に概ね６０分で到着できること。

なお、各社毎の対象区域は業者選定時に決定し通知する。

（６）一級または二級造園施工管理技士を５名以上保有していること。

（ただし、一級造園施工管理技士を１名以上有すること ）。

（７）復旧作業に必要な一般資材や機材を保有（または協力会社からの調達可能）し

ていること。

（８）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者と

して国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者で

ないこと。



（９）応募申請書の提出の日から審査結果通知の日までの期間に九州地方整備局長か

ら指名停止を受けていないこと。

３．募集業者数

（１）概ね５社程度。提出された技術資料を基に総合的な評価によって協定対象企業を

特定する。ただし 「２．参加資格要件」に該当しない者については特定しない。、

なお、締結する協定区域の設定については、当事務所において決定するものとす

る。

Ⅱ災害時の応急復旧（電気及び通信設備）

１．主な業務内容

（１）国営海の中道海浜公園事務所の管理区域内の電気及び通信設備の災害復旧等

２．参加資格要件

下記項目を全て満たしていること。

（１）予算決算及び会計令 （昭和２２年勅令第１６５号 （以下「予決令」という ）） 。

第７０条及び第７１条の規定に該当しないこと。

（２）九州地方整備局における平成２３・２４年度の通信設備工事に係る一般競争参加

資格の認定を受けていること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者、又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始

の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、当該地方整備局長が別

に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。

また、会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再

生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（上記の再認定を受けた者

を除く ）でないこと。。

（４）建設業法に基づく本店又は支店等営業所が福岡市内に所在すること。

（５）緊急事態発生に伴う協力要請があった場合、当事務所へ概ね６０分以内に到着で

きる体制を確保できること。

（６）応募申請書の提出の日から審査結果通知の日までの期間に九州地方整備局長から

指名停止を受けていないこと。

（７）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者とし

て国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でない

こと。

３．募集業者数

（１）若干社

（２）提出された技術資料を基に総合的な評価によって協定対象企業を特定する。

Ⅲ．協定期間
平成２４年 ５月 １日～平成２５年３月３１日まで

Ⅳ．応募期間
平成２４年 ３月１５日～平成２４年 ４月１０日



Ⅴ．募集要領の交付期間、場所及び方法
、 、交付期間：平成２４年３月１５日から平成２４年４月１０日までに土曜日 日曜日

祝日を除く毎日９時１５分から１７時３０分まで配布する。

交付方法：手渡しにより交付する。

交付場所：〒８１１－０３２１

福岡市東区大字西戸崎１８－２５

国営海の中道海浜公園事務所 （０９２）６０３－１１１１（代）

①災害時の応急復旧（公園）

工務課 黒木（内線３１１）または山口（内線３１２）

ＦＡＸ （０９３）６０３－１１１４

②災害時の応急復旧（電気及び通信設備）

工務課 黒木（内線３１１）または山口（内線３１２）

ＦＡＸ （０９３）６０３－１１１４

Ⅵ．手続きに関する問い合わせ先
上記Ⅴ．と同じ

Ⅶ．選定結果の通知
選定結果については、平成２４年 ４月２０日までにお知らせします。

Ⅷ．その他
１．提出された申請書等は返却しない。なお、提出された申請書等は、選定の審査

以外に使用しない。

２．故意による虚偽の申請を行った場合は、協定を無効とする。


